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［アカウントをお持ちでない方はこちら］を
クリックします
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➢ パスワード設定 URL のお知らせ 
 

 

登録したメールアドレス宛に送信されたメー
ル本文の［パスワード設定 URL］をクリック
します 
 
※ URL の有効期限までに操作する必要があ

ります 
※ 有効期限が切れた場合は再度ログインペ

ージよりメールアドレスに登録が必要と
なります 

 

 
➢ パスワード設定 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
登録したい[パスワード]および［パスワード
（確認）］を入力します 
※ パスワードは「半角英字及び半角数字を含

む８文字以上」にする必要があります 
 
 
 
 
 
［パスワードを設定する］をクリックします 
※ [パスワード設定完了のお知らせ]メールが

送信されます 
 

 
➢ パスワード設定（完了） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［ログインはこちら］をクリックしログイン画
面に戻ります 
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➢ ログイン 

 

 
 
 
 
 
［ユーザ ID（統一コード）］と設定した［パス
ワード］を入力します 
 
※ 統一コードは本店コード＋支店コードの

８桁入力する必要があります。 
 
 
［ログイン］をクリックします 
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2. 各種申請手続 

2.1. 変更手続 

➢ 各種手続 

 

 
 
 
 
［変更手続］をクリックします 
※ 「商号」「支店名」「TEL」「FAX」「代表者

名」「政令使用人」「取引士」「役員」「メー
ルアドレス」の変更申請が可能です 

 
 
 
 

 
➢ 変更手続（開始） 

 

 
 
 
 
 
 
 
［変更手続を開始する］をクリックします 
 
 
 
 
 
 
 
※ 過去に変更申請を行ったことがある場合

は申請履歴が表示されます 
 
 
※ 会員管理システムの申請設定機能に登録

した文言が表示されます 
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変更手続（設定） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更する内容を設定します 
※ 選択した内容により、この後の入力項目が

変化します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［変更情報を入力する］をクリックします 
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➢ 変更手続（入力）/商号・支店名 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
※ 変更手続（設定）で設定した内容が表示さ

れます 
 
 
変更後の内容を入力します 
 
 
 
［〇〇を入力する］をクリックします 
※ 変更手続（設定）で設定した項目が表示 
 
※ 一時保存が可能です 

 
➢ 変更手続（入力）/所在地 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
※ 入力が完了した項目は「✓」が入ります 
 
変更後の内容を入力します 
 
※ 郵便番号はハイフンをつけないで入力し

てください。 
※ 郵便番号を入力し［郵便番号から住所を検

索する］をクリックすると市区郡まで自動
反映します 

 
 
 
 
 
［〇〇を入力する］をクリックします。 
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➢ 変更手続（入力）/TEL・FAX 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更後の内容を入力します 
 
 
 
 
 
 
［〇〇を入力する］をクリックします 

 
➢ 変更手続（入力）/代表者 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更後の内容を入力します 
 
※ 旧姓表記を希望する場合は「現性＋名前」

および「旧姓＋名前」を登録していただく
必要があります 
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変更後の内容を入力します 
 
 
 
 
※ 郵便番号はハイフンをつけないで入力し

てください 
※ 郵便番号を入力し［郵便番号から住所を検

索する］をクリックすると市区郡まで自動
反映します 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 顔写真は画像データを「ドラック＆ドロッ

プ」していただくか［タップしてファイル
を選択］よりアップロードしてください 
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※ 宅地建物取引士証（表）（裏）をともにア

ップロードしていただく必要があります 
 
 
 
 
 
 
 
 
［〇〇を入力する］をクリックします 

 
➢ 変更手続（入力）/政令使用人 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更後の内容を入力します 
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変更後の内容を入力します 
 
 
 
※ 郵便番号はハイフンをつけないで入力し

てください 
※ 郵便番号を入力し［郵便番号から住所を検

索する］をクリックすると市区郡まで自動
反映します 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 顔写真は画像データを「ドラック＆ドロッ

プ」していただくか［タップしてファイル
を選択］よりアップロードしてください 

 
 
 
 
 
 
 
［〇〇を入力する］をクリックします 
 

 
➢ 変更手続（入力）/専任取引士_登録済の取引士の変更 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
※ 登録済の取引士を変更する場合は［登録

済］を選択し、対象者を選択してください 
 
 
 
 
［変更する］をクリックします 
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➢ 変更手続（入力）/専任取引士_新たに追加 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
※ 新たに追加する場合は［新たに所属する］

を選択してください 
 
 
 
 
 
［追加する］をクリックします 

 
➢ 変更手続（入力）/専任取引士 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更後の内容を入力します 
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変更後の内容を入力します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 郵便番号はハイフンをつけないで入力し

てください 
※ 郵便番号を入力し［郵便番号から住所を検

索する］をクリックすると市区郡まで自動
反映します 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 顔写真は画像データを「ドラック＆ドロッ

プ」していただくか［タップしてファイル
を選択］よりアップロードしてください 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 宅地建物取引士証（表）（裏）をともにア

ップロードしていただく必要があります 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［〇〇を入力する］をクリックします 
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➢ 変更手続（入力）/役員 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 役員変更の場合はこの後の処理（書類準

備）の際に必要書類をアップロードしてい
ただく必要があります 

 
［〇〇を入力する］をクリックします 
 

 
➢ 変更手続（入力）/メールアドレス 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更後の内容を入力します 
 
 
 
 
 
 
［〇〇を入力する］をクリックします 
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➢ 変更手続（入力）/事業の種類 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更後の内容を入力します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［入力内容を確認する］をクリックします 
 
 

 
➢ 変更手続（入力確認） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力内容を確認します 
 
 
 
 
 
 
［確認のうえ書類を準備する］をクリックしま
す 
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➢ 変更手続（書類準備） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
［変更書類をダウンロードする］をクリックし
エクセルファイルをダウンロードします 
 
 
 
ダウンロードした書式のうち、左記に表示され
ている書式の内容を確認し、「全て同意のうえ
確認した」もしくは「同意のうえ確認した」に
✓を入れてください 
 
 
 
 
 
 
左記に表示されている書式を自身で用意して
いただき、アップロードもしくは郵送を選択し
ます 
※ 郵送を選択した場合アップロード画面は

表示されません 
 
 
 
ダウンロードした書式のうち、左記の書式につ
いて印刷したうえで自署・押印し、原本を郵送
してください 
 
左記に表示されている書式を自身で用意して
いただき、自署・押印の上、原本を郵送してく
ださい 
 
 
 
 
［書類を確認する］をクリックします 
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➢ 変更手続（書類確認・送信） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各書式について再度確認してください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［変更書式を送信する］をクリックします 

 
➢ 変更手続（完了） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
処理完了となります 
※ 同様の内容で申請者に対してメールが送

信されます 
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2.2. 免許換（転入出）手続 

➢ 各種手続 

 

 
 
 
 
［免許換（転入出）手続］をクリックします 
 
 
 
 

 
➢ 免許換（転入出）手続（開始） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
［免許換（転入出）手続を開始する］をクリッ
クします 
 
 
 
 
 
 
※ 過去に免許換（転入出）手続を行ったこと

がある場合は申請履歴が表示されます 
 
 
 
※ 会員管理システムの申請設定機能に登録

した文言が表示されます 
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➢ 免許換（転入出）手続（設定） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更する内容を設定します 
※ 支店がない場合［支店］は選べません 
※ ［移転先］は現在登録されている都道府県

は選択できません 
 
 
［免許換（転入出）情報を入力する］をクリッ
クします 
 

➢ 免許換（転入出）手続（入力）／所在地 

  

 
 
 
 
 
 
 
変更後の内容を入力します 
 
 
 
※ 郵便番号はハイフンをつけないで入力し

てください 
※ 郵便番号を入力し［郵便番号から住所を検

索する］をクリックすると市区郡まで自動
反映します 

 
 
 
 
 
 
 
 
［新免許情報を入力する］をクリックします 
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➢ 免許換（転入出）手続（入力）／新免許情報 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更後の内容を入力します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［入力内容を確認する］をクリックします 
 
 

 
➢ 免許換（転入出）手続（入力確認） 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力した内容を確認してください 
 
 
  
 
［確認のうえ書類を準備する］をクリックしま
す 
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➢ 免許換（転入出）手続（書類準備） 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［免許換（転入出）書類をダウンロードする］
をクリックし書類をダウンロードしてくださ
い 
 
ダウンロードした書式のうち、左記に表示され
ている書式の内容を確認し、「全て同意のうえ
確認した」もしくは「同意のうえ確認した」に
✓を入れてください 
 
 
 
 
 
 
 
左記に表示されている書式を自身で用意して
いただき、アップロードもしくは郵送を選択し
ます 
※ 郵送を選択した場合アップロード画面は

表示されません 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［書類を確認する］をクリックします 
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➢ 免許換（転入出）手続（書類確認・送信） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力内容を確認します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［免許換（転入出）書類を送信する］をクリッ
クします 
 
 
 

 
➢ 免許換（転入出）手続（完了） 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
処理完了となります 
※ 同様の内容で申請者に対してメールが送

信されます 
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2.3. 支店新設手続（免許換なし） 

➢ 各種設定 

 

 
 
 
 
［支店新設手続］をクリックします 
 
 
 
 

 
➢ 支店新設手続（開始） 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
［支店新設手続を開始する］をクリックします 
 
 
 
 
 
 
 
※ 過去に支店新設手続を行ったことがある

場合は申請履歴が表示されます 
 
 
 
※ 会員管理システムの申請設定機能に登録

した文言が表示されます 
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➢ 支店新設手続（設定） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新設する支店の内容を設定します 
※ ［政令使用人以外の専任取引士］を［あり］

に選択した場合、この後の画面で登録する
内容が変化します 

 
［支店新設情報を入力する］をクリックします 

➢ 支店新設手続（入力）/従たる事務所 
                                                                                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
必要項目を入力します 
 
 
※ 商号は入力せずに支店名のみ全角で入力

してください 
 
 
 
※ 郵便番号はハイフンをつけないで入力し

てください 
※ 郵便番号を入力し［郵便番号から住所を検

索する］をクリックすると市区郡まで自動
反映します 

 
 
 
 
 
 
 
 
［政令使用人を入力する］をクリックします 
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➢ 支店新設手続（入力）/政令使用人 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
必要事項を入力します 
 
 
 
 
※ 旧姓表記を希望する場合は「現性＋名前」

および「旧姓＋名前」を登録していただく
必要があります 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 郵便番号はハイフンをつけないで入力し

てください 
※ 郵便番号を入力し［郵便番号から住所を検

索する］をクリックすると市区郡まで自動
反映します 

 
 
 
 
 
 
 
※ 顔写真は画像データを「ドラック＆ドロッ

プ」していただくか［タップしてファイル
を選択］よりアップロードしてください 
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※ ［宅地建物取引士ではない］以外 

にチェックを入れると以下の情報が表示
され必須となります 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 宅地建物取引士証（表）（裏）をともにア

ップロードしていただく必要があります 
 
 
 
 
 
 
［専任取引士を入力する］をクリックします 
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➢ 支店新設手続（入力）/専任取引士 
 

 

 
 
 
 
※ ［政令使用人以外の専任取引士］を［あり］

を選択した場合、［専任取引士］の項目が
表示されます 

 
 
必要事項を入力します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［専任取引士］を追加登録する場合、こちらをク
リックします 
※ 同様の入力画面が追加表示されます。 
 
［入力内容を確認する］をクリックします 
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➢ 支店新設手続（入力確認） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力内容を確認してください 
 
 
 
 
 
［確認のうえ書類を準備する］をクリックして
ください 
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➢ 支店新設手続（書類準備） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
［支店新設書類をダウンロードする］をクリッ
クし書類をダウンロードしてください 
 
 
 
ダウンロードした書式のうち、左記に表示され
ている書式の内容を確認し、「全て同意のうえ
確認した」もしくは「同意のうえ確認した」に
✓を入れてください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左記に表示されている書式を自身で用意して
いただき、アップロードもしくは郵送を選択し
ます 
※ 郵送を選択した場合アップロード画面は

表示されません 
 
 
 
 
 
ダウンロードした書式のうち、左記の書式につ
いて印刷したうえで自署・押印し、原本を郵送
してください 
 
左記に表示されている書式を自身で用意して
いただき、自署・押印の上、原本を郵送してく
ださい 
 
［書類を確認する］をクリックします 
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➢ 支店新設手続（書類確認・送信） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力内容を確認します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［支店新設書類を送信する］をクリックします 
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➢ 支店新設手続（完了） 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
処理完了となります 
※ 同様の内容で申請者に対してメールが送

信されます 
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2.4. 支店新設手続（免許換あり） 

➢ 各種設定 

 

 
 
 
 
［支店新設手続］をクリックします 
 
 
 

 
➢ 支店新設手続（開始） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
［支店新設手続を開始する］をクリックします 
 
 
 
 
 
 
 
※ 過去に支店新設手続を行ったことがある

場合は申請履歴が表示されます 
 
 
 
※ 会員管理システムの申請設定機能に登録

した文言が表示されます 
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➢ 支店新設手続（設定） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新設する内容を設定します 
※ 知事免許の会員が他県に支店を新設する

場合に【免許換届の作成】の選択肢が表示
されます 

※ ［政令使用人以外の専任取引士］を［あり］
に選択した場合、このあとの画面で登録す
る内容が変化します 

 
 
 
 
 
［支店新設情報を入力する］をクリックします 
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➢ 支店新設手続（入力）/従たる事務所 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
必要項目を入力します 
 
 
※ 商号は入力せずに支店名のみ全角で入力

してください 
 
 
 
 
※ 郵便番号はハイフンをつけないで入力し

てください 
※ 郵便番号を入力し［郵便番号から住所を検

索する］をクリックすると市区郡まで自動
反映します 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［政令使用人を入力する］をクリックします 
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➢ 支店新設手続（入力）/政令使用人 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
必要事項を入力します 
 
 
 
 
※ 旧姓表記を希望する場合は「現性＋名前」

および「旧姓＋名前」を登録していただく
必要があります 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 郵便番号はハイフンをつけないで入力し

てください 
※ 郵便番号を入力し［郵便番号から住所を検

索する］をクリックすると市区郡まで自動
反映します 

 
 
 
 
 
 
 
※ 顔写真は画像データを「ドラック＆ドロッ

プ」していただくか［タップしてファイル
を選択］よりアップロードしてください 
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※ ［宅地建物取引士ではない］以外 

にチェックを入れると以下の情報が表示
され必須となります 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 宅地建物取引士証（表）（裏）をともにア

ップロードしていただく必要があります 
 
 
 
 
 
 
［専任取引士を入力する］をクリックします 
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➢ 支店新設手続（入力）/専任取引士 
 

 

 
 
 
※ ［政令使用人以外の専任取引士］を［あり］

に選択した場合、［専任取引士］の項目が
表示されます 

 
 
 
必要事項を入力します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［専任取引士］を追加登録する場合、こちらをク
リックします 
※ 同様の入力画面が追加表示されます。 
 
［新免許情報を入力する］をクリックします 
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➢ 支店新設手続（入力）新免許情報 
 

 

 
 
 
 
 
※ 【免許換あり】の支店新設のため［新免許

情報］の項目が表示されます 
 
 
必要事項を入力します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［入力内容を確認する］をクリックします 
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➢ 支店新設手続（入力確認） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力内容を確認してください 
 
 
 
 
 
［確認のうえ書類を準備する］をクリックしま
す 
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➢ 支店新設手続（書類準備） 

 

 
 
 
 
 
 
 
［支店新設書類をダウンロードする］をクリッ
クし書類をダウンロードしてください 
 
 
 
ダウンロードした書式のうち、左記に表示され
ている書式の内容を確認し、「全て同意のうえ
確認した」もしくは「同意のうえ確認した」に
✓を入れてください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左記に表示されている書式を自身で用意して
いただき、アップロードもしくは郵送を選択し
ます 
※ 郵送を選択した場合アップロード画面は

表示されません 
 
 
 
ダウンロードした書式のうち、左記の書式につ
いて印刷したうえで自署・押印し、原本を郵送
してください 
 
 
左記に表示されている書式を自身で用意して
いただき、自署・押印の上、原本を郵送してく
ださい 
 
 
 
［書類を確認する］をクリックします 
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➢ 支店新設手続（書類確認・送信） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力内容を確認します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［支店新設書類を送信する］をクリックします 
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➢ 支店新設手続（完了） 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
処理完了となります 
※ 同様の内容で申請者に対してメールが送

信されます 
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2.5. 支店廃止手続（免許換なし） 

➢ 各種設定 

 

 
 
 
 
［支店廃止手続］をクリックします 
 
 
 

 
➢ 支店廃止手続（開始） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
［支店廃止手続を開始する］をクリックします 
 
 
 
 
 
 
 
※ 過去に支店廃止手続を行ったことがある

場合は申請履歴が表示されます 
 
 
 
※ 会員管理システムの申請設定機能に登録

した文言が表示されます 
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➢ 支店廃止手続（設定） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
廃止する支店の内容を設定します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［支店廃止情報を入力する］をクリックします 
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➢ 支店廃止手続（入力）/弁済業務保証金分担金返還時の連絡先 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
必要事項を入力します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［入力内容を確認する］をクリックします 
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➢ 支店廃止手続（入力確認） 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力内容を確認してください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［確認のうえ書類を準備する］をクリックしま
す 
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➢ 支店廃止手続（書類準備） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
［支店廃止書類をダウンロードする］をクリッ
クし書類をダウンロードしてください 
 
 
 
 
 
 
 
ダウンロードした書式のうち、左記に表示され
ている書式の内容を確認し、「全て同意のうえ
確認した」もしくは「同意のうえ確認した」に
✓を入れてください 
 
 
 
 
 
 
左記に表示されている書式を自身で用意して
いただき、アップロードもしくは郵送を選択し
ます 
※ 郵送を選択した場合アップロード画面は

表示されません 
 
 
 
 
 
 
［書類を確認する］をクリックします 
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➢ 支店廃止手続（書類確認・送信） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力内容を確認します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［支店廃止書類を送信する］をクリックします 
 

 
➢ 支店廃止手続（完了） 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
処理完了となります 
※ 同様の内容で申請者に対してメールが送

信されます 
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2.6. 支店廃止手続（免許換あり） 

➢ 各種設定 

 

 
 
 
 
［支店廃止手続］をクリックします 
 
 
 
 

 
➢ 支店廃止手続（開始） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
［支店廃止手続を開始する］をクリックします 
 
 
 
 
 
 
※ 過去に支店廃止手続を行ったことがある

場合は申請履歴が表示されます 
 
 
 
※ 会員管理システムの申請設定機能に登録

した文言が表示されます 
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➢ 支店廃止手続（設定） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
廃止する支店の内容を設定します 
※ 大臣免許の会員が他県支店を廃止する場

合に【免許換届の作成】の選択肢が表示さ
れます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［支店廃止情報を入力する］をクリックします 
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➢ 支店廃止手続（入力）/弁済業務保証金分担金返還時の連絡先 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
必要事項を入力します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［新免許情報を入力する］をクリックします 
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➢ 支店廃止手続（入力）/新免許情報 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
必要事項を入力します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［入力内容を確認する］をクリックします 
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➢ 支店廃止手続（入力確認） 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力内容を確認してください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［確認のうえ書類を準備する］をクリックしま
す 
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➢ 支店廃止手続（書類準備） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［支店廃止書類をダウンロードする］をクリッ
クし書類をダウンロードしてください 
 
 
 
ダウンロードした書式のうち、左記に表示され
ている書式の内容を確認し、「全て同意のうえ
確認した」もしくは「同意のうえ確認した」に
✓を入れてください 
 
 
 
 
 
 
 
左記に表示されている書式を自身で用意して
いただき、アップロードもしくは郵送を選択し
ます 
※ 郵送を選択した場合アップロード画面は

表示されません 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［書類を確認する］をクリックします 
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➢ 支店廃止手続（書類確認・送信） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力内容を確認します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［支店廃止書類を送信する］をクリックします 
 

 
➢ 支店廃止手続（完了） 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
処理完了となります 
※ 同様の内容で申請者に対してメールが送

信されます 
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2.7. SPC 入会手続 

➢ 各種設定 

 

 
 
 
 
［SPC 入会手続］をクリックします 
 
 
 
 

 
➢ SPC 入会手続（開始） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
［SPC 入会手続を開始する］をクリックします 
 
 
 
 
 
 
 
※ 過去に SPC 入会手続を行ったことがある

場合は申請履歴が表示されます 
 
 
 
※ 会員管理システムの申請設定機能に登録

した文言が表示されます 
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➢ SPC 入会手続（設定） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPC 代表者の法人・個人区分を設定します 
 
 
 
 
 
［SPC 入会情報を入力する］をクリックします 
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➢ SPC 入会手続（入力）/基本 
                                                                                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
必要項目を入力します 
 
 
 
 
 
 
※ 商号は入力せずに支店名のみ全角で入力

してください。 
 
 
 
 
 
 
※ 郵便番号はハイフンをつけないで入力し

てください。 
※ 郵便番号を入力し［郵便番号から住所を検

索する］をクリックすると市区郡まで自動
反映します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［代表者を入力する］をクリックします 
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➢ SPC 入会手続（入力）代表者 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
必要事項を入力します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 郵便番号はハイフンをつけないで入力し

てください 
※ 郵便番号を入力し［郵便番号から住所を検

索する］をクリックすると市区郡まで自動
反映します 

 
 
 
 
 
 
 
※ 顔写真は画像データを「ドラック＆ドロッ

プ」していただくか［タップしてファイル
を選択］よりアップロードしてください 

 
 
 
 
 
［入力内容を確認する］をクリックします 
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➢ SPC 入会手続（入力確認） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力内容を確認してください 
 
 
 
 
 
 
［確認のうえ書類を準備する］をクリックしま
す 
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➢ SPC 入会手続（書類準備） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
［SPC 入会書類をダウンロードする］をクリッ
クし書類をダウンロードしてください 
 
 
ダウンロードした書式のうち、左記に表示され
ている書式の内容を確認し、「全て同意のうえ
確認した」もしくは「同意のうえ確認した」に
✓を入れてください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左記に表示されている書式を自身で用意して
いただき、アップロードもしくは郵送を選択し
ます 
※ 郵送を選択した場合アップロード画面は

表示されません 
 
 
 
ダウンロードした書式のうち、左記の書式につ
いて印刷したうえで自署・押印し、原本を郵送
してください 
 
左記に表示されている書式を自身で用意して
いただき、自署・押印の上、原本を郵送してく
ださい 
 
 
 
［書類を確認する］をクリックします 
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➢ SPC 入会手続（書類確認・送信） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力内容を確認します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［SPC 入会書類を送信する］をクリックします 
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➢ SPC 入会手続（完了） 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
処理完了となります 
※ 同様の内容で申請者に対してメールが送

信されます 
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2.8. 継続手続 

➢ 各種設定 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［継続手続］をクリックします 
※ デフォルトでは表示されておりません。 
※ 会員管理システムで継続許可を行った会

員のみメニューが表示されます。 
 
 
 
 

 
➢ 継続手続（開始） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
［継続手続を開始する］をクリックします 
 
 
 
 
 
 
 
※ 過去に継続手続を行ったことがある場合

は申請履歴が表示されます 
 
 
 
※ 会員管理システムの申請設定機能に登録

した文言が表示されます。 
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➢ 継続手続（設定） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
必要項目を設定します 
 
 
 
※ 現在法人の場合、法人⇒個人が表示されま

す。 
 
 
※ 連絡先が［本店の所在地］でない場合は［任

意の連絡先］を選択してください 
 
 
 
［継続情報を入力する］をクリックします 
 
 
 

 
 
 
 
※個人の場合 

 

 
 
 
 
 
 
※ 現在個人の場合、個人⇒法人、個人⇒個人 
が表示されます。 
 
 
 
※ 「代表者に関する変更」は、個人⇒個人を

選択すると表示されます。 
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➢ 継続手続（入力）/6 か月間の官報公告後の連絡先 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
必要項目を入力します 
※ 設定画面の［6 か月間の官報公告後の連絡

先］を［任意の連絡先］を選択した場合の
み、連絡先の修正が可能です 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［基本を入力する］をクリックします 
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➢ 継続手続（入力）/基本 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
継続後の内容を入力します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 郵便番号はハイフンをつけないで入力し

てください 
※ 郵便番号を入力し［郵便番号から住所を検

索する］をクリックすると市区郡まで自動
反映します 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［免許を入力する］をクリックします 
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➢ 継続手続（入力）/免許 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
継続後の内容を入力します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［事業の種類を入力する］をクリックします 

 
➢ 継続手続（入力）/事業の種類 

 

 
 
 
 
 
 
 
継続後の内容を入力します 
 
 
 
 
 
 
 
 
［入力内容を確認する］をクリックします 
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➢ 継続手続（入力確認） 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力内容を確認してください 
 
 
 
 
 
 
 
 
［確認のうえ書類を準備する］をクリックしま
す 
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➢ 継続手続（書類準備） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
［継続書類をダウンロードする］をクリックし
書類をダウンロードしてください 
 
 
ダウンロードした書式のうち、左記に表示され
ている書式の内容を確認し、「全て同意のうえ
確認した」もしくは「同意のうえ確認した」に
✓を入れてください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左記に表示されている書式を自身で用意して
いただき、アップロードもしくは郵送を選択し
ます 
※ 郵送を選択した場合アップロード画面は

表示されません 
 
 
 
 
 
ダウンロードした書式のうち、左記の書式につ
いて印刷したうえで自署・押印し、原本を郵送
してください 
 
 
左記に表示されている書式を自身で用意して
いただき、自署・押印の上、原本を郵送してく
ださい 
 
 
 
［書類を確認する］をクリックします 
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➢ 継続手続（書類確認・送信） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力内容を確認します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［継続書類を送信する］をクリックします 
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➢ 継続手続（完了） 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
処理完了となります 
※ 同様の内容で申請者に対してメールが送

信されます 
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2.9. 退会手続 

➢ 各種設定 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［退会手続］をクリックします 
 
 
 
 

 
➢ 退会手続（開始） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［退会手続を開始する］をクリックします 
 
 
 
 
※ 会員管理システムの申請設定機能に登録

した文言が表示されます 
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➢ 退会手続（設定） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
必要項目を入力します 
 
 
 
 
 
 
 
※ 連絡先が［本店の所在地］でない場合は［任

意の連絡先］を選択してください 
 
 
 
 
 
［退会情報を入力する］をクリックします 
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➢ 退会手続（入力） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
必要項目を入力します 
※ 設定画面の［6 か月間の官報公告後の連絡

先］を［任意の連絡先］を選択した場合の
み、連絡先の修正が可能です 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［入力内容を確認する］をクリックします 
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➢ 退会手続（入力確認） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力した内容を確認してください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［確認のうえ書類を準備する］をクリックしま
す 
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➢ 退会手続（書類準備） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
［退会書類をダウンロードする］をクリックし
書類をダウンロードしてください 
 
 
 
ダウンロードした書式のうち、左記に表示され
ている書式の内容を確認し、「全て同意のうえ
確認した」もしくは「同意のうえ確認した」に
✓を入れてください 
 
 
 
 
 
左記に表示されている書式を自身で用意して
いただき、アップロードもしくは郵送を選択し
ます 
※ 郵送を選択した場合アップロード画面は

表示されません 
 
 
 
 
［書類を確認する］をクリックします 
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➢ 退会手続（書類確認・送信） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力内容を確認します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［退会書類を送信する］をクリックします 

 
➢ 退会手続（完了） 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
処理完了となります 
※ 同様の内容で申請者に対してメールが送

信されます 
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2.10. 差戻について 

➢ 各種設定 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
会員管理システムで各種申請を受付けた際に
内容に不備があった場合、申請者に対して差戻す
ことが可能です。 
※ ［差戻］された場合、会員サイトに差戻内

容の案内が表示されす。 
 
 
 
再申請を行う手続きをクリックします。 
※ 申請した内容はそのまま登録された状態

となっているので不備内容を修正し、再申
請を行ってください。 
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2.11. 代理人設定 

➢ 各種設定 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
［代理人設定］をクリックします 
※ 代理人に手続を行ってもらう場合は予め、

代理人の登録が必要となります 
 
 
 
 

 
➢ 代理人設定（代理人設定） 

 
 

 

 

 
必要事項を入力します 
※ 有効期限はデフォルトで半年後の日付が

設定されます。 
※ 有効期限は手動で変更でき、無期限にする

こともできます。 
 
 
［追加する］をクリック 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［代理人を追加する］をクリックします 
 
 
 
 
代理登録される方の代理人 ID を入力し［代理
人 ID で検索する］をクリックします。 
※ 有効期限はデフォルトで半年後の日付が

設定されます。 
※ 有効期限は手動で変更でき、無期限にする

こともできます。 
 
 
［追加する］をクリックします 
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代理人設定は完了となります 
※ 代理人を更に追加する場合は［代理人を追

加］から追加可能です。 

 
 


